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令和４(2022)年度被保険者数（全体＝①＋②）
351,324 人

①40～64歳（介護保険第２号被保険者）除く（※2） ②40～64歳（介護保険第２号被保険者）（※2）

248,912 人（70.8％） 102,412 人（29.2％）

（医療分＋後期分） （医療分＋後期分＋介護分）

市町村 調定額（円） 順位 市町村 調定額（円） 順位 （※1)

 早島町 105,964 1位  早島町 132,298 1位
 岡山市 89,532 2位  新見市 113,909 2位
 新見市 89,066 3位  岡山市 112,543 3位
 総社市 88,688 4位  高梁市 112,086 4位 （※2）

 高梁市 88,002 5位  総社市 111,258 5位
 市町村平均 85,191  市町村平均 107,064
 井原市 84,905 6位  倉敷市 106,933 6位
 倉敷市 84,777 7位  真庭市 106,369 7位
 津山市 84,370 8位  瀬戸内市 105,831 8位
 真庭市 83,861 9位  井原市 105,814 9位
 瀬戸内市 83,069 10位  津山市 104,511 10位
 赤磐市 82,574 11位  西粟倉村 103,308 11位
 備前市 82,136 12位  赤磐市 100,970 12位
 奈義町 81,430 13位  美作市 100,343 13位
 西粟倉村 81,146 14位  備前市 100,147 14位
 美作市 79,724 15位  浅口市 100,018 15位
 浅口市 79,314 16位  奈義町 99,373 16位
 笠岡市 78,767 17位  和気町 99,370 17位
 勝央町 76,629 18位  笠岡市 96,900 18位
 和気町 76,060 19位  勝央町 94,932 19位
 鏡野町 75,749 20位  鏡野町 94,111 20位
 玉野市 74,149 21位  玉野市 92,752 21位
 新庄村 72,130 22位  美咲町 90,623 22位
 矢掛町 71,927 23位  矢掛町 89,825 23位
 美咲町 69,853 24位  吉備中央町 89,397 24位
 吉備中央町 69,370 25位  新庄村 82,019 25位
 久米南町 62,521 26位  久米南町 80,202 26位
 里庄町 59,274 27位  里庄町 78,252 27位

保険料(税)調定額とは、保険料(税)算定額から軽減
額等を差し引いた、実際に被保険者に賦課される額
のことをいう。

40～64歳（介護保険第２号被保険者）の被保険者
は、医療保険分と後期高齢者支援金分に、介護保険
分を合わせて国保の保険料(税)として納める。それ
以外の被保険者は、医療保険分と後期高齢者支援分
を国保の保険料(税)として納める。（なお、65歳以
上の被保険者は、介護保険料を別に納める。）

令和４年度一人当たり国保保険料（税）調定額（※1）（調定額順）
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各保険者の比較
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（資料）岡山県「国民健康保険事業状況」
（注）３月～２月診療ベース

○ 市町村国保（岡山県）の医療費は平成28年度以降減少し、令和４年度には約1,589億円となっている。

○ 一人当たり医療費は継続して増加しており、令和４年度には452,402円となっている。

市町村国保の医療費及び一人当たり医療費の推移（岡山県）

６

17,262 17,617 17,817 18,227 
17,639 

17,144 
16,630 16,520 

15,805 16,239 15,894 

364,296 
375,435 

385,772 
404,612 406,430 413,715 417,533 

431,233 
423,180 

443,618 
452,402 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成24年度 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4

医療費 一人当たり医療費

千万円 円



財政安定化支援事業

50％ 50％

調整交付金（国）

（９％）※１

7,600億円

調整交付金（国）

（32％） ※１

20,900億円

定率国庫負担

公費負担額
44,800億円

国 計 ： 32,200億円

都道府県計： 10,800億円

市町村計 ： 1,800億円

医療給付費等総額： 約103,400億円

都道府県繰入金

（９％） ※１

5,900億円

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の65歳か
ら74歳の前期高齢者の偏在に
よる保険者間の負担の不均衡
を、各保険者の加入者数に応
じて調整。

前期高齢者交付金

34,600億円
※３

保険者支援制度

低所得者保険料軽減制度

100億円
単位

市町村への地方財政措置：1,000億円

○出産する被保険者に係る産前
産後期間相当分の均等割保険料
及び所得割保険料を公費で支援。
事業規模：15億円、国庫補助額： 8億円
（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

○普通調整交付金（７％）

都道府県間の財政力の不均衡
を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によって、措
置できない都道府県・市町村の
特別の事情（災害等）を考慮し
て交付。

保険者努力支援制度

特別高額医療費共同事業

高額医療費負担金

保険者支援制度

保険者努力支援制度

特別高額医療費
共同事業

高額医療費負担金

保険料

（23,100億円）

法定外一般会計繰入

約700億円※２

産前産後保険料免除制度

（令和６年度予算ベース）

○ 都道府県・市町村の医療費適正化、予
防・健康づくり等の取組状況に応じ支援。
予算額：約1,300億円

○著しく高額な医療費（１件420万円超）に

ついて、都道府県からの拠出金を財源に

全国で費用負担を調整。国は予算の範

囲内で一部を負担。 国庫補助額：60億円

○高額な医療費（１件80万円超）の発生に

よる国保財政の急激な影響の緩和を図る

ため、国と都道府県が高額医療費の１/４

ずつを負担。

事業規模：4,000億円、国庫補助額：1,000億円

○ 低所得者数に応じ、保険料額の一定割

合を公費で支援。
事業規模： 2,600億円、国庫補助額：1,300億円

（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

※１ それぞれ保険給付費等の9％、32％、9％の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から
国の調整交付金に振りかえる等の法律上の措置がある

※２ 令和３年度決算における決算補填等の目的の一般会計繰入の額
※３ 退職被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金額であり、実際の交付額とは異なる

子ども保険料軽減制度

○未就学児に係る均等割保険料について
保険料額の５割を公費で支援。
事業規模： 80 億円、国庫補助額：40億円

（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

子ども保険料軽減制度

産前産後保険料免除制度

○低所得者の保険料軽減分を
公費で支援。
事業規模： 4,300億円

（都道府県 3/4、市町村 1/4）

低所得者保険料軽減制度

令和６年度の国保財政
厚生労働省資料
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協会けんぽ 組合健保 市町村国保 後期高齢者

注１ 前期調整額及び後期支援金の拠出側の合計と交付側の金額が一致しないのは、表示されていない他制度（共済組合など）があるため。
注２ 「前期調整額」には、退職拠出金も含む。また、市町村国保の後期高齢者支援金に係る前期調整額は、「収入」の「前期調整額」に含めており、「支出」の「後期支援金」には調整前の金額を記載している。

医療保険制度間では、年齢構成による医療費の違いなどによる財政の負担を調整するために、負担を調整する仕組
みとなっています（前期調整額）。また後期高齢者に係る給付費の一部は他の制度も支援金という形で負担してい
ます。（後期支援金）

制度別の財政の概要（令和３年度） 厚生労働省資料
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共済組合


